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「
法
テ
ラ
ス
」
の
利
用
に
よ
る
着
手
金
等
受
領
に
関
す
る
質
問
主
意
書

大
渕
愛
子
弁
護
士
は
、
「
法
テ
ラ
ス
」
の
利
用
に
よ
る
着
手
金
、
顧
問
料
の
受
領
に
関
し
、
依
頼
人
が
大
渕
弁
護
士
に
支

払
っ
た
十
七
万
八
千
五
百
円
の
返
還
請
求
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
返
戻
を
拒
絶
し
、
東
京
弁
護
士
会
か
ら
返
戻
す
る

よ
う
説
得
を
受
け
、
や
っ
と
五
カ
月
後
に
返
金
し
た
。

そ
の
後
、
依
頼
人
の
「
懲
戒
請
求
」
に
よ
り
、
東
京
弁
護
士
会
が
、
大
渕
愛
子
弁
護
士
に
対
し
、
平
成
二
十
八
年
八
月
二
日

「
業
務
停
止
一
月
」
の
懲
戒
処
分
を
下
し
た
件
（
議
決
書

平
成
二
十
七
年
東
懲
第
二
十
八
号
）
に
つ
き
、
以
下
の
と
お
り
、

質
問
す
る
。

一

大
渕
弁
護
士
は
、
「
法
テ
ラ
ス
の
ル
ー
ル
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
間
違
い
と
気
が
付
け
ば
す
ぐ
に
返
済

す
る
は
ず
な
の
に
、
返
済
を
拒
否
し
続
け
、
そ
の
返
済
を
五
カ
月
も
拒
否
し
続
け
た
こ
と
は
、
弁
護
士
の
品
位
を
失
う
ば
か

り
で
は
な
く
、
悪
質
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二

ま
た
、
議
決
書
で
は
、
大
渕
愛
子
弁
護
士
は
「
委
任
契
約
」
あ
る
い
は
「
報
酬
契
約
な
ら
び
に
顧
問
契
約
」
な
ど
の
契
約

書
を
一
切
作
成
し
て
は
い
な
い
と
あ
る
が
、
「
法
テ
ラ
ス
」
で
は
、
作
成
の
義
務
化
は
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。

三

今
回
の
大
渕
愛
子
弁
護
士
の
「
法
テ
ラ
ス
」
に
対
す
る
不
正
行
為
は
、
一
般
市
民
の
弁
護
士
に
対
す
る
信
頼
を
裏
切
る
行

一



為
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
不
正
を
防
止
し
、
依
頼
人
が
安
心
し
て
、

「
法
テ
ラ
ス
」
を
利
用
で
き
る
こ
と
等
、
政
府
は
な
に
か
施
策
を
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
。

四

私
は
、
今
回
の
東
京
弁
護
士
会
の
判
断
は
、
良
識
あ
る
判
断
を
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
あ
る
弁
護
士
が
「
処

分
が
重
い
し
、
不
当
。
異
議
申
し
立
て
を
す
べ
き
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
も
し
、
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
た
場

合
、
前
回
同
様
の
良
識
の
あ
る
判
断
を
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


